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命令事項 命令の理由 根拠法令等の条項

1

茨城県鹿嶋市大字光３番地
日本製鉄株式会社 東日本製鉄所
鹿島地区
危険物一般取扱所

３ＣＣ・分塊・熱延工場（３３CC）
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
日本製鉄株式会社
代表取締役社長　今井　正

緊急使用停止命令
火災が発生し、災害の発生の防止上
緊急の必要があるため。

消防法第１２条の３第１項 令和8年3月10日
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命令を受けている危険物施設一覧

命令の内容
番号

危険物施設の
所在地・名称・製造所等の別

危険物施設の名称
又は危険物の類、品名、数量

命令を受けた者の
住所・氏名

命令を行った日 備考


